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１  受 益 者 負 担 の 適 正 化 方 針 の 策 定 に あ た り  

(1) 受 益 者 負 担 と は  

   文 化 ホ ー ル や 体 育 館 な ど の 公 共 施 設 を 運 営 し て い く に は 、 人 件 費 や 光 熱

水 費 、 維 持 補 修 費 な ど の 経 費 が か か り ま す 。  

   ま た 、 住 民 票 や 各 種 証 明 書 の 発 行 に も 、 人 件 費 や 用 紙 代 、 シ ス テ ム 維 持

管 理 費 な ど が 必 要 で す 。  

   こ れ ら の 経 費 に つ い て 、 そ れ に 充 当 す る 使 用 料 や 手 数 料 を 徴 収 し な け れ

ば 、 表 面 的 に は 市 民 サ ー ビ ス が 充 実 し て い る よ う に 思 え ま す が 、 そ れ で は

維 持 管 理 等 に か か る 経 費 を す べ て 税 収 等 の 財 源 で 賄 う こ と に な り 、 利 用 す

る 人 と 利 用 し な い 人 と の 間 に 不 公 平 が 生 じ る こ と に な り ま す 。  

   こ の よ う な こ と か ら 、 特 定 の 人 が 公 的 な サ ー ビ ス を 利 用 し 、 利 益 を 享 受

す る 場 合 は 、 応 分 の 対 価 を 使 用 料 及 び 手 数 料 と し て 負 担 し て い た だ き 、 利

益 を 受 け な い 人 と の 負 担 の 公 平 性 を 確 保 す る 必 要 が あ り ま す 。  

   こ れ が 「 受 益 者 負 担 」 の 原 則 で あ り 、 基 本 的 な 考 え 方 で あ り ま す 。  

   な お 、 地 方 自 治 法 第 225 条 （ 使 用 料 ） 及 び 第 227 条 （ 手 数 料 ） 等 に お

い て 、 地 方 公 共 団 体 が 「 特 に 利 益 を 受 け る 者 か ら 、 そ の 受 益 の 限 度 に お い

て 」 使 用 料 等 を 徴 収 す る こ と が 認 め ら れ て お り ま す 。  

 

(2) 受 益 者 負 担 の 現 状 と 課 題  

   本 市 が 現 在 徴 収 す る 使 用 料 や 手 数 料 等 に つ き ま し て は 、 県 内 他 市 を 参 考

と し て 今 日 ま で あ ま り 見 直 し が な さ れ て い な い 状 況 に あ り （ 消 費 税 率 改 定

時 に は 見 直 し を 実 施 ）、原 価 計 算 を も と に 検 討 し て い る ケ ー ス は な く 、原 価

と の 乖 離 が 生 じ て い る も の と 懸 念 さ れ ま す 。  

   こ の よ う な こ と か ら 、 本 市 で は 、 平 成 24 年 3 月 に 策 定 し た 「 韮 崎 市 行

政 改 革 大 綱 」 に お い て 使 用 料 及 び 手 数 料 の 見 直 し を 実 施 項 目 と し て 掲 げ 、

平 成 27 年 11 月 に 策 定 し た「 韮 崎 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 」に お い て も

受 益 者 負 担 の 考 え 方 の 確 立 を 検 討 す る と 明 記 し た と こ ろ で あ り ま す 。  

 

 (3) 適 正 化 方 針  

   受 益 者 負 担 は 、 税 外 収 入 と し て 貴 重 な 自 主 財 源 と な っ て い ま す が 、 公 共

サ ー ビ ス の 費 用 負 担 を ど こ に 求 め る の か 、 税 負 担 （ 行 政 の 関 与 ） を ど こ ま

で 行 う の か と い う 税 負 担 の 公 平 性 ・ 公 正 性 を 確 保 す る こ と が 求 め ら れ て お

り ま す 。  

   こ の こ と か ら 、 市 民 （ 受 益 者 と 非 受 益 者 ） に 理 解 が 得 ら れ る 適 正 な 負 担

を お 願 い し て い く た め に 、 次 の 段 階 に よ る 計 算 及 び 検 討 を 経 て 、 適 正 価 格

を 決 定 し て い き ま す 。  
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  Step1 使 用 料・手 数 料 等 に か か る 行 政 サ ー ビ ス の 原 価 を 、統 一 的 な 方 針 ・

見 解 に よ り 計 算  

  

Step2 行 政 サ ー ビ ス （ 行 政 関 与 ） の 内 容 に よ り 公 費 負 担 と 受 益 者 負 担 の

割 合 を 決 定 し 、 原 価 計 算 の 結 果 に 按 分 し 、 理 論 上 の 価 格 決 定  

 

Step3 最 終 的 に 、 近 隣 自 治 体 や 類 似 施 設 の 状 況 、 政 策 的 に 配 慮 す べ き も

の 等 、 諸 々 の 条 件 を 考 慮 し て 、 適 正 価 格 決 定 （ 根 拠 を 明 確 に し て ）  

 

２  使 用 料 に か か る 受 益 者 負 担 の 基 本 的 考 え 方  

(1) 原 価 計 算 の 考 え 方  

   民 間 に お い て は 、 一 般 的 に 土 地 の 取 得 、 建 物 の 建 設 費 の 資 本 的 経 費 か ら

人 件 費 、 施 設 の 維 持 管 理 に か か る 経 費 や 減 価 償 却 費 に い た る ま で の 原 価 構

成 費 用 を 回 収 す る こ と を 最 低 限 と し て 使 用 料 等 を 設 定 し て い る と 考 え ら れ 、

原 則 と し て 、 使 用 料 の 原 価 計 算 に あ た っ て は 、 す べ て の 経 費 を 対 象 と す べ

き で あ り ま す 。  

し か し 、土 地 取 得 費 、建 設 費（ 臨 時 的 に 発 生 し た 大 規 模 改 修 等 費 用 含 む 。）

や 減 価 償 却 費 に つ い て は 、「 市 民 全 体 の 財 産 」 の 整 備 に か か る 部 分 で 、 す べ

て の 市 民 に 利 用 の 機 会 を 提 供 す る 観 点 か ら 除 外 し 、 人 件 費 、 物 件 費 、 維 持

補 修 費 の 経 常 的 な 経 費 を 対 象 と し て 、 次 の と お り 計 算 す る こ と と し ま す 。  

  ①  人 件 費 等  

    施 設 の 維 持 管 理 や 運 営 に か か る 職 員 等 の 人 件 費 、 公 民 館 長 の 委 員 報 酬

及 び 施 設 の 維 持 管 理 や 運 営 に か か る 臨 時 職 員 等 雇 用 賃 金 。  

職 員 （ 管 理 職 含 む 。） の 平 均 給 与 等 に 対 し 、 勤 務 割 合 や 基 準 時 間 単 価 等

に よ り 算 出 し た 費 用 に 対 し 、 利 用 可 能 時 間 等 を も と に 按 分 を 行 い 算 出 し

ま す 。  

  ②  需 用 費 そ の 他  

    光 熱 水 費 、 燃 料 費 、 印 刷 製 本 費 、 施 設 修 繕 費 や 清 掃 委 託 等 の 委 託 料 と

い っ た 経 費 。  

経 費 の 総 額 に 対 し 、 委 託 料 や 機 器 借 上 料 と い っ た 年 間 委 託 契 約 を 結 ぶ

経 費 に つ い て は 利 用 可 能 時 間 や 利 用 可 能 人 数 等 を も と に 、 そ の 他 の 経 費

に つ い て は 実 利 用 時 間 や 実 利 用 者 数 等 を も と に 按 分 し 、 さ ら に 必 要 に 応

じ て 利 用 施 設 面 積 に よ り 按 分 を 行 い 算 出 し ま す 。  

な お 、 施 設 に は 事 務 室 や ト イ レ ・ 廊 下 等 の 共 用 施 設 が あ り ま す が 、 施

設 利 用 に 必 要 な も の で あ る た め 原 価 計 算 に 含 め て 按 分 を 行 い ま す 。  

  ※ 1 施 設 の 維 持 管 理 や 運 営 費 に か か る 費 用 に 対 し 、国・県 か ら 補 助 が あ る

よ う な 場 合 に つ い て は 、 上 記 経 費 か ら 控 除 し て 計 算 し ま す 。  
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  ※ 2 経 費 に つ い て は 、消 費 税 率 改 定 後 の 平 成 ２ ７ 年 度 経 費 を 、利 用 者 数 に

つ い て は 、 過 去 3 ヶ 年 平 均 ま た は 平 成 ２ ７ 年 度 実 数 の 多 い 人 数 を 選 択

し 原 価 計 算 に 用 い ま す 。  

   

(2) 受 益 者 負 担 割 合 の 基 本 的 考 え 方  

   公 の 施 設 等 の 使 用 料 の 見 直 し に お い て 、 利 用 者 の 理 解 が 得 ら れ る 応 分 の

負 担 を 求 め て い く た め に は 、 施 設 の 管 理 運 営 経 費 の 精 査 や 行 政 が 関 与 す べ

き 割 合 等 の 検 証 を 行 い 、 受 益 者 負 担 の 範 囲 や 積 算 内 容 を 明 確 に し な け れ ば

な り ま せ ん 。  

   ま た 、 使 用 料 等 は 、 公 の 施 設 等 の 使 用 者 、 サ ー ビ ス の 受 益 者 等 が 必 要 な

費 用 を 負 担 す る も の で あ り 、 サ ー ビ ス の 性 質 等 の 指 針 に 基 づ き 、 次 の ９ つ

に 区 分 し た う え で 、 原 則 と し て 受 益 者 負 担 率 を 設 定 し ま す 。  

  ①  サ ー ビ ス の 性 質 に よ る 分 類  

    第 1 段 階 と し て 、「 必 需 性 」及 び「 市 場 性 」に つ い て 、サ ー ビ ス 提 供 内

容 を 施 設 ご と に 分 類 し ま す 。  

 

ア  「 必 需 性 」 に よ る 分 類  

    日 常 生 活 の 必 要 性（ 選 択 的 又 は 必 需 的 ）に よ る 区 分 は 次 の と お り で す 。  

 

 

イ  「 市 場 性 」 に よ る 分 類  

    民 間 に よ る 提 供 可 能 性 （ 公 益 的 又 は 市 場 的 ） に よ る 区 分 は 次 の と お り

で す 。  

 
 

区分

性質

公共性の強弱

施設分類

必需的

図書館、学校、高齢者福祉施設、庁
舎等、消防施設、その他行政施設、
公園、医療施設、上水道施設

交流施設、集会施設、観光施設、保
育園、幼児・児童施設、その他社会
福祉施設、市営住宅、下水道施設

文化施設、博物館等、スポーツ施
設、保養施設、産業施設、定住促進
住宅、市民駐車場、普通財産建物

・市民が日常生活を営む上で必要となる生活水準を確
保するために利用する施設
・社会的、経済的弱者等を擁護、支援するための施設

・日常生活をより便利で快適なものにするため、個人
の価値観や嗜好の違いによって選択的に利用する施設
・主に個人が趣味やレクリエーションの場として利用
する施設

選択的

　　　必需的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択的

1 2 3

必需性強 弱
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②  受 益 者 負 担 率 の 考 え 方  

    こ の よ う に 施 設 の 種 類 や 性 質 に 応 じ て 、 行 政 と し て 負 担 す る 必 要 性 の

度 合 い が 異 な る こ と か ら 、 サ ー ビ ス の 性 質 （ 公 共 性 の 強 弱 ） で あ る 「 必

需 性 」（ 日 常 生 活 上 の 必 要 性 ）、「 市 場 性 」（ 民 間 に よ る 提 供 の 可 能 性 ） を

各 々 3 分 割 し 、 9 分 類 と し た う え で 、 負 担 割 合 に つ い て は ５ 段 階 （ 0％ 、

25％ 、 50％ 、 75％ 、 ９ ５ ％ ） に 区 分 す る こ と と し ま す 。  

    こ の 場 合 に お い て 、 公 共 性 が 強 い 施 設 は 、 公 共 （ 行 政 ） の 関 与 性 が 強

く 、 必 要 な コ ス ト を 税 で 負 担 す る こ と が 妥 当 で あ り 、 逆 に 公 共 性 が 低 い

施 設 は 、 税 負 担 割 合 が 低 く な り 、 受 益 者 の 負 担 で 賄 う 施 設 と な り ま す 。  

 

区分 公共性の強弱性質

公益的
（非市場的）

収益性（採算性）が低く、民間によ
る提供が困難な施設

施設分類

①

②

③

図書館、学校、庁舎等、消防施設、
その他行政施設、公園、上水道施
設、下水道施設

スポーツ施設、文化施設、交流施
設、集会施設、博物館等、観光施設
（宿泊除く）、幼児・児童施設

保養施設、産業施設、保育園、観光
（宿泊）施設、高齢者福祉施設、そ
の他社会福祉施設、市営住宅、定住
促進住宅、普通財産建物、市民駐車
場、医療施設

市場的
収益性（採算性）が高く、民間によ
り同種・類似のサービス提供が期待
できる施設

公益的

市場的

弱

市

場

性

強
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  ③  適 用 除 外 施 設  

次 の 理 由 に よ り 、 受 益 者 負 担 に 対 す る 基 本 的 考 え 方 に 適 さ な い 施 設 に

つ い て は 、 本 方 針 か ら 適 用 除 外 と し ま す 。  

(＊ 1)上 下 水 道 、医 療 施 設 等 は 地 方 公 営 企 業 と し て 独 立 採 算 を 基 本 に 運 営 さ

れ る も の で あ り 、 当 該 特 別 会 計 の 収 支 状 況 に よ り 、 使 用 料 等 を 検 討 す

べ き も の で あ る こ と か ら 対 象 外 と し ま す 。  

(＊ 2)高 齢 者 福 祉 施 設 等 は 国 等 が そ の 使 用 料 の 基 準 等 を 示 し て お り 、当 該 基

準 に 基 づ い て 使 用 料 を 検 討 す る こ と か ら 対 象 外 と し ま す 。  

(＊ 3)市 営 住 宅 に お け る 共 用 部 分 の 維 持 管 理 に か か る 経 費 に つ い て は 、公 営

住 宅 法 第 ２ ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 ま た 、 定 住 促 進 住 宅 に つ い て も 、 こ

れ に 準 じ て 、 負 担 割 合 を 100％ と し 、 対 象 外 と し ま す 。  

 

(3) 適 正 価 格 の 決 定 に つ い て  

  原 価 計 算 の 算 出 後 、 受 益 者 負 担 割 合 に よ り 求 め ら れ た 料 金 が 理 論 上 の 適

正 対 価 で あ る も の の 、 使 用 料 等 を 最 終 的 に 決 定 す る に あ た っ て は 、 市 民 生

活 へ の 影 響 や 近 隣 自 治 体 の 類 似 施 設 と の 比 較 、 市 内 の 類 似 施 設 と の 均 衡 な

ど を 考 慮 す る こ と が 必 要 で す 。  

  さ ら に 、 施 設 の 設 置 目 的 や 管 理 運 営 に つ い て の 考 え 方 、 施 設 ・ 設 備 の 設

置 目 的 や 立 地 条 件 、 規 模 、 老 朽 度 合 等 を 総 合 的 に 勘 案 し た う え で 、 適 正 価

格 を 決 定 し ま す 。  

  な お 、 10 円 未 満 の 端 数 に つ い て は 、 切 捨 て と し ま す 。  

 

 (4) 留 意 事 項  

①  利 用 者 区 分 等 の 設 定  

   施 設 の 設 置 目 的 や 使 用 者 の 状 況 等 か ら 利 用 者 区 分 に よ り 使 用 料 を 設 定

す る 必 要 が あ る 場 合 の 負 担 率 に つ い て は 、 原 則 、 下 表 に よ り 設 定 す る も

の と し ま す 。  

   た だ し 、 施 設 の 個 別 事 情 に よ り 、 下 表 の 利 用 者 区 分 以 外 に 負 担 率 を 設

定 す る 場 合 は 、 施 設 の 設 置 目 的 、 利 用 者 の 状 況 等 を 考 慮 し 、 適 正 な 使 用

料 を 設 定 し ま す 。  

   【 利 用 者 区 分 に よ る 負 担 率 】  

     ※ 通 常 料 金 に 対 し て  

区 分  高 校 生  小 中 学 生  幼 児  

負 担 率  ７ ５ ％  ５ ０ ％  1０ ％  

備  考    就 学 前  

 

②  市 民 以 外 の 利 用 者 の 取 扱 い  
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   本 来 、 公 の 施 設 は 、 市 民 の 利 用 に 供 す る こ と を 目 的 と し て 設 置 さ れ て

お り 、 市 民 以 外 が 利 用 す る 場 合 に つ い て は 、 市 民 の 利 用 が 制 限 さ れ る こ

と に な る と 考 え ら れ ま す 。  

   ま た 、 受 益 と 負 担 金 の 公 平 化 、 市 民 優 遇 の 観 点 か ら 、 市 民 以 外 の 利 用

者 ・ 団 体 の 利 用 に つ い て 使 用 料 に 区 分 を 設 定 す る 場 合 は 、 通 常 料 金 の 2

倍 に 設 定 で き る も の と し ま す 。  

   た だ し 、 広 域 行 政 の 観 点 か ら 、 北 杜 市 ・ 甲 斐 市 に お 住 ま い の 方 に つ い

て は 、 一 部 の 施 設 に つ い て 、 韮 崎 市 民 と 同 じ 料 金 で 利 用 す る こ と が で き

る も の と し ま す 。  

③  時 間 帯 別 ・ 休 日 等 の 使 用 料  

   平 日 ・ 昼 間 の 割 引 料 金 の 設 定 は 、 休 日 ・ 夜 間 し か 利 用 で き な い 市 民 と

の 公 平 性 に 問 題 も あ り ま す が 、 利 用 者 が 増 加 す る こ と に よ っ て 、 施 設 の

設 置 目 的 が 一 層 推 進 さ れ 、 休 日 ・ 夜 間 の 混 雑 緩 和 に も つ な が る も の と 考

え 、 各 施 設 の 時 間 帯 ・ 休 日 等 の 利 用 状 況 、 利 用 実 態 を 踏 ま え 、 適 切 な 料

金 を 設 定 で き る こ と と し ま す 。  

 ④  特 別 室 の 加 算  

   貸 し 館 施 設 の う ち 、 調 理 室 、 ト レ ー ニ ン グ 室 、 音 楽 室 等 で 特 別 な 設 備

を 備 え て い る 施 設 に つ い て は 、 そ れ ら の 備 品 等 の 維 持 管 理 な ど の た め 、

一 般 的 な 会 議 室 よ り も 多 額 の 経 費 が 必 要 と な り ま す 。  

   そ れ ら の 使 用 料 に つ い て は 、 備 品 等 の 管 理 に か か る 経 費 を 経 常 的 経 費

に 加 算 し 設 定 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

⑤  附 帯 設 備 料 金  

   各 施 設 で 貸 し 出 す 備 品 や 用 具 な ど の 附 帯 設 備 に つ い て は 、 無 料 と す る

施 設 が あ る な ど 、 使 用 料 が ま ち ま ち で 統 一 さ れ て い な い 状 況 に あ り ま す

が 、 受 益 者 負 担 割 合 の 基 本 的 な 考 え 方 に 基 づ き 、 適 切 に 負 担 を 求 め る も

の と し ま す 。  

⑥  無 料 施 設 の 有 料 化  

   現 在 、 無 料 と し て い る 施 設 に つ い て は 、 施 設 の 設 置 目 的 や 利 用 状 況 を

考 慮 す る と と も に 、 受 益 者 負 担 割 合 の 基 本 的 な 考 え 方 に 基 づ き 、 原 価 計

算 を 実 施 し た う え で 、 使 用 料 徴 収 の 適 否 に つ い て 検 討 し ま す 。  

  ⑦  減 額 ・ 免 除 の 取 扱 い  

    使 用 料 の 減 額・免 除 に つ い て は 、政 策 的 で 特 例 的 な 措 置 で あ り ま す が 、

適 用 理 由 の 拡 大 解 釈 が さ れ て し ま う 可 能 性 が あ り ま す 。  

    減 額・免 除 制 度 を 適 用 す る と 、そ の 分 の 費 用 は「 利 用 し て い な い 市 民 」

の 税 か ら 負 担 さ れ る こ と に な っ て し ま い ま す 。  

    し た が っ て 、 市 民 間 の 公 平 性 を 確 保 す る た め に は 、 本 制 度 が あ く ま で

も「 受 益 者 負 担 の 原 則 」の 例 外 と し て 、真 に や む を え な い も の に 限 定 し 、
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次 の 基 準 の と お り 適 用 し て い き ま す 。  

 

    ≪ 減 免 基 準 ≫  

   ・  市 、 教 育 委 員 会 が 主 催 す る 事 業 等 で 使 用 す る 場 合  免 除  

   ・  市 、 教 育 委 員 会 が 共 催 す る 事 業 等 で 使 用 す る 場 合  原 則 50％ 減 額  

   ・  当 該 施 設 の 管 理 運 営 団 体 が 当 該 施 設 を 公 共 目 的 で 使 用 す る 場 合  原

則 免 除  

   ・  市 立 小 中 学 校 が 教 育 目 的 で 使 用 す る 場 合  原 則 免 除  

   ・ 構 成 員 の 半 数 以 上 が 障 が い 者 の 団 体 が 使 用 す る 場 合  原 則 50％ 減 額  

   ・ そ の 他 、市 長 ま た は 教 育 委 員 会 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め た 場 合 は 、

そ の 理 由 を 明 確 に し た う え で 免 除 ま た は 減 額  

 

３  手 数 料 に か か る 受 益 者 負 担 の 基 本 的 考 え 方  

 (1) 経 費 の 範 囲  

   証 明 書 等 の 発 行 に 要 す る す べ て の 経 費 を 受 益 者 負 担 の 対 象 と し ま す 。  

   具 体 的 に は 、 申 請 書 用 紙 等 の 作 成 に か か る 経 費 、 証 明 書 等 用 紙 作 成 及 び

記 載 に か か る 経 費 が 想 定 さ れ 、 人 件 費 に つ い て は 、 申 請 書 等 の 受 付 か ら 証

明 書 等 の 交 付 、 料 金 受 領 ま で の 実 作 業 に 要 す る 時 間 か ら 職 員 給 与 等 の 平 均

単 価 に よ り 算 出 し ま す 。  

電 算 に か か る 費 用 に つ い て は 、 行 政 が 本 来 行 う べ き で あ る 業 務 （ ホ ス ト

コ ン ピ ュ ー タ の 管 理 ・ 運 用 ） と 、 個 人 利 用 の た め の 本 来 業 務 か ら 派 生 し た

事 務 （ 証 明 書 発 行 用 端 末 機 器 の 管 理 ・ 運 用 ） と を 区 別 し 、 後 者 に か か る 費

用 を 計 算 し ま す 。  

 

 (2) 受 益 者 負 担 割 合 の 基 本 的 考 え 方  

証 明 書 発 行 等 に か か る 事 務 手 数 料 は 、 本 来 業 務 か ら 特 定 の 者 の 利 益 の た

め に 派 生 し た 事 務 に か か る 経 費 で あ り 、 原 価 計 算 も そ の 考 え 方 に 基 づ き 行

わ れ る こ と が ふ さ わ し い こ と か ら 、 受 益 者 負 担 率 は 100％ と し ま す 。  

な お 、 10 円 未 満 の 端 数 に つ い て は 、 切 捨 て と し ま す 。  

 

 (3) 減 免 ・ 免 除 の 取 扱 い  

   使 用 料 と 同 様 に 、 減 額 ・ 免 除 に つ い て 基 準 の 統 一 化 を 図 る こ と と し 、 次

の と お り と し ま す 、  

≪ 減 免 基 準 ≫  

  ・  市 、 国 、 県 が 行 政 目 的 に 必 要 な と き  免 除  

  ・  法 令 等 の 規 定 に 定 め ら れ て い る 場 合  減 額 ま た は 免 除  

  ・  生 活 保 護 な ど の 公 的 扶 助 を 受 け て い る 者 及 び 天 災 等 に よ り 負 担 が 困 難
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な 者 で 必 要 と 認 め る と き  減 額 ま た は 免 除  

  ・  そ の 他 、 市 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 そ の 理 由 を 明 確 に

し た う え で 免 除 ま た は 減 額  

 

４  実 費 徴 収 金 に か か る 受 益 者 負 担 の 基 本 的 考 え 方  

 (1) 実 費 徴 収 金 と は  

   実 費 徴 収 金 は 、 使 用 料 及 び 手 数 料 の よ う に 市 が 定 め た 条 例 に 基 づ く 公 権

力 に よ り 徴 収 す る も の で あ り ま せ ん 。  

   実 費 徴 収 金 の 基 本 的 な 法 律 関 係 は 、 私 法 上 の 契 約 関 係 で あ る と 解 さ れ 、

法 令 、 条 例 、 規 則 等 に 根 拠 を 持 た ず 、 経 費 を 回 収 す る た め に 実 費 を 徴 収 す

る も の で 、主 に 、趣 味 的 な 教 室 、講 座 、大 会 な ど の 参 加 費 用 が 該 当 し ま す 。  

 

(2) 経 費 の 範 囲  

   手 数 料 と 同 様 に 全 て の 経 費 に つ い て 、 受 益 者 負 担 の 対 象 と し ま す 。  

   具 体 的 に は 、 募 集 用 ビ ラ 作 成 経 費 、 講 師 等 の 謝 金 、 材 料 費 、 会 場 等 の 使

用 料 、 保 険 料 な ど で あ り 、 人 件 費 に つ い て は 、 教 室 、 講 座 、 大 会 開 催 に か

か る 実 作 業 に 要 す る 時 間 か ら 職 員 給 与 等 の 平 均 単 価 に よ り 算 出 し ま す 。  

   な お 、 国 や 県 等 か ら の 補 助 が あ る よ う な 場 合 に は 、 上 記 経 費 か ら 控 除 し

て 計 算 し ま す 。  

 

 (3) 受 益 者 負 担 割 合 の 基 本 的 考 え 方  

   ま ず 、 教 室 、 講 座 、 大 会 等 の 行 政 サ ー ビ ス を 「 市 が 実 施 す る 必 要 が あ る

の か 」、「 民 間 等 が 実 施 で き な い の か 」 な ど の 行 政 関 与 の 必 要 性 に つ い て 、

原 点 に 立 ち 返 っ て 検 証 が 必 要 に な り ま す 。  

   行 政 関 与 が 必 要 で あ る 場 合 、 実 費 徴 収 す る 金 額 に つ い て の 設 定 根 拠 を 明

確 に す る 必 要 が あ り ま す 。  

   ま た 、 実 費 徴 収 金 に つ い て は 、 教 室 、 講 座 、 大 会 等 へ の 参 加 申 込 に よ る

私 法 上 の 契 約 関 係 に 基 づ き 、 特 定 の 受 益 者 か ら そ の サ ー ビ ス に 要 す る 実 費

を 徴 収 す る も の で あ る か ら 、 受 益 者 負 担 割 合 は 、 100％ と す る こ と が 基 本

で あ り ま す 。  

   し か し な が ら 、 行 政 関 与 が 必 要 で あ る 多 く の 場 合 に は 、 さ ま ざ ま な 施 策

を 推 進 す る 必 要 性 、 場 合 に よ っ て は 、 多 く の 参 加 者 が 見 込 め な く て も 開 催

し な け れ ば な ら な い こ と も あ る た め 、 次 の と お り 、 対 象 者 区 分 に よ り 受 益

者 負 担 割 合 の 原 則 を 示 し 、 各 種 事 業 ご と に 受 益 者 負 担 割 合 を 決 定 し て い き

ま す 。  
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   【 対 象 者 区 分 に よ る 負 担 率 】  

  ※ 総 経 費 に 対 し て  

対 象 区 分  幼 児  小 中 学 生・高 齢 者  高 校 生 ・ 一 般  

負 担 率  0～ 30％  30～ 70％  70～ 100％  

備  考  就 学 前  高 齢 者 65 歳 以 上   

 

５  そ の 他 の 受 益 者 負 担 の 基 本 的 考 え 方  

使 用 料 、 手 数 料 や 実 費 徴 収 金 以 外 の 受 益 者 負 担 に か か る 事 項 に つ い て は 、

上 述 し た 基 本 的 考 え 方 の 内 容 を 踏 ま え 、個 別 に 適 切 に 対 応 す る こ と と し ま す 。 

な お 、 施 設 の 目 的 外 利 用 に つ い て は 、 施 設 の 有 効 活 用 と 施 設 利 用 の 拡 大 の

観 点 か ら 検 討 の 余 地 が あ り 、 受 益 者 負 担 率 を 原 則 と し て 100％ に す る と と も

に 、 営 利 を 目 的 と す る 商 品 の 展 示 や 展 示 販 売 を す る よ う な 場 合 に は 、 規 定 す

る 使 用 料 の 2 倍 と し ま す 。  

 

６  算 定 方 法 の 透 明 化  

  市 民 に 応 分 の 負 担 を 求 め て い く た め に は 、 受 益 者 や 市 民 の 皆 様 に 、 使 用 料

や 手 数 料 等 の 算 定 方 法 を 、 施 設 の 維 持 管 理 経 費 や 受 益 者 負 担 の 考 え 方 な ど の

根 拠 を 明 確 に し な が ら 、 わ か り や す く 説 明 す る 必 要 が 求 め ら れ ま す 。  

  市 ホ ー ム ペ ー ジ や 担 当 課 の 窓 口 等 に お い て 、 積 極 的 に 周 知 を 図 っ て ま い り

ま す 。  

 

７  激 変 緩 和 措 置  

  使 用 料 や 手 数 料 等 の 見 直 し に よ り 、現 行 の 使 用 料 を 大 幅 に 上 回 る 場 合 に は 、

利 用 者 の 負 担 が 急 激 に 増 加 し 、 多 大 な 影 響 を 及 ぼ す こ と に な り 、 施 設 の 利 用

率 を 低 下 さ せ る 要 因 と な り か ね ま せ ん 。  

  現 行 使 用 料 よ り 著 し く 高 額 と な る 場 合 に は 、 原 則 1.2 倍 を 改 定 上 限 と し 、

定 期 的 な 見 直 し の 時 期 に 併 せ て 段 階 的 に 改 定 す る も の と し ま す 。  

  ま た 、 手 数 料 に つ い て の 改 定 上 限 は 原 則 1.5 倍 ま で と し ま す 。  

  な お 、 現 行 使 用 料 よ り 低 額 と な り 、 民 業 を 圧 迫 す る 恐 れ が あ る 場 合 に は 、

現 行 使 用 料 に 据 え 置 き ま す 。  

 

８  原 価 の 削 減 と サ ー ビ ス 向 上  

  市 職 員 は 、 常 に コ ス ト 意 識 を も っ た 行 政 運 営 が 求 め ら れ て お り ま す 。  

  ま た 、 受 益 者 負 担 の 見 直 し を 行 う に あ た っ て 、 維 持 管 理 経 費 や 事 務 経 費 等

を 算 定 の 基 礎 と す る か ら に は 、 市 民 へ の 説 明 責 任 の 観 点 か ら 、 ま た 、 市 民 と

の 協 働 に よ る ま ち づ く り 「 チ ー ム  韮 崎 」 を 実 現 さ せ る た め に も 、 効 率 的 な

施 設 運 営 や 事 務 執 行 に よ り 費 用 を 節 減 し 、 低 廉 な 使 用 料 を 追 及 す る こ と が 重
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要 で あ り ま す 。  

よ り 市 民 満 足 度 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス を 、 よ り 低 廉 に 提 供 す る た め 、 職 員 の

意 識 改 革 を 尚 一 層 進 め 、 継 続 的 な 事 務 事 業 の 見 直 し に 努 め ま す 。  

 

９  使 用 料 、 手 数 料 等 の 見 直 し 周 期  

  昨 今 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 は 著 し く 、 市 民 か ら 求 め ら れ る サ ー ビ ス 内 容 や

経 費 の 増 加 等 を 考 慮 し な が ら 、受 益 者 負 担 の 公 平 性・公 正 性 を 確 保 す る た め 、

原 則 4 年 に 一 度 、 使 用 料 、 手 数 料 等 の 見 直 し を 実 施 し ま す 。  

  


